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（
農
林
水
産
委
員
会
）

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
（
閣
法
第
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
資
源
管
理
措
置
並
び
に
漁
業
の
許
可
及
び
免
許
等
の
漁
業
生
産
に
関
す
る
基
本
的
制
度
と
漁
業
協
同
組
合
制

度
の
一
体
的
な
見
直
し
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
漁
業
法
の
一
部
改
正

１

水
産
資
源
の
保
存
及
び
管
理

イ

資
源
管
理
は
、
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
を
行
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

ロ

漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
は
、
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
、
漁
獲
量
の
管
理
は
、
船

舶
等
ご
と
に
当
該
管
理
区
分
に
係
る
漁
獲
可
能
量
の
範
囲
内
で
水
産
資
源
の
採
捕
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
数
量
を
割
り

当
て
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

ハ

農
林
水
産
大
臣
は
、
資
源
調
査
及
び
資
源
評
価
を
行
い
、
資
源
管
理
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

ニ

船
舶
等
ご
と
に
設
定
さ
れ
た
漁
獲
割
当
割
合
は
、
船
舶
等
と
と
も
に
譲
り
渡
す
場
合
等
に
、
ま
た
、
年
次
漁
獲
割
当

量
は
、
他
の
漁
獲
割
当
割
合
設
定
者
に
譲
り
渡
す
場
合
等
に
、
そ
れ
ぞ
れ
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
認
可
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を
受
け
た
と
き
に
限
り
、
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

大
臣
許
可
漁
業

イ

船
舶
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
船
舶
ご
と
に
、
農
林
水

産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

ロ

農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
獲
割
当
て
の
対
象
と
な
る
特
定
水
産
資
源
の
数
量
の
占
め
る
割
合
が
農
林
水
産
大
臣
が
定
め

る
割
合
を
下
回
る
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
船
舶
の
数
及
び
船
舶
の
総
ト
ン
数
そ
の
他
の
船
舶
の
規
模
に
関
す
る
制
限

措
置
を
定
め
な
い
も
の
と
す
る
。

３

漁
業
権
及
び
沿
岸
漁
場
管
理

イ

都
道
府
県
知
事
は
、
五
年
ご
と
に
、
海
区
漁
場
計
画
を
定
め
る
も
の
と
し
、
海
区
漁
場
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
当
該
海
区
に
お
い
て
漁
業
を
営
む
者
、
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
等
の
意
見
を
聴
き
、
当
該
意
見
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

ロ

都
道
府
県
知
事
は
、
同
一
の
漁
業
権
に
つ
い
て
免
許
の
申
請
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
存
続
期
間
の
満
了
す
る
漁
業
権

（
以
下
「
満
了
漁
業
権
」
と
い
う
。
）
と
お
お
む
ね
等
し
い
と
認
め
ら
れ
る
漁
業
権
に
つ
い
て
当
該
満
了
漁
業
権
を
有
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す
る
者
に
よ
る
申
請
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
漁
場
を
適
切
か
つ
有
効
に
活
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
は
、
当
該
者
に
、
こ
れ
以
外
の
場
合
は
、
漁
業
生
産
の
増
大
並
び
に
こ
れ
を
通
じ
た
漁
業
所
得
の
向
上
及
び
就
業
機

会
の
確
保
そ
の
他
の
地
域
の
水
産
業
の
発
展
に
最
も
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
、
免
許
を
す
る
も
の
と
す
る
。

ハ

都
道
府
県
知
事
は
、
海
区
漁
場
計
画
に
基
づ
き
、
漁
業
協
同
組
合
等
を
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
と
し
て
指
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
し
、
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
は
、
沿
岸
漁
場
管
理
規
程
に
基
づ
き
保
全
活
動
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

４

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
選
出
方
法
の
変
更

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
は
、
都
道
府
県
知
事
が
、
議
会
の
同
意
を
得
て
、
任
命
す
る
こ
と
と
す
る
。

５

密
漁
対
策
の
強
化

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
特
定
水
産
動
植
物
の
採
捕
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
に
違
反
し
て
採
捕
し
た
者
等
は
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
改
正

１

理
事
等
の
構
成

組
合
員
の
漁
獲
物
等
の
販
売
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
の
理
事
の
う
ち
一
人
以
上
は
、
水
産
物
の
販
売
等
又
は
法
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人
の
経
営
に
関
し
実
践
的
な
能
力
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

２

信
用
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
等
の
会
計
監
査
人
の
設
置

信
用
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
等
は
、
会
計
監
査
人
を
置
き
、
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
会
計
監

査
人
の
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

三
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
廃
止

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

政
府
は
、
漁
業
者
の
収
入
に
著
し
い
変
動
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
漁
業
の
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の

施
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

３

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
十
年
以
内
に
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
改
正
後
の

各
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。


